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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
公
共
測
量
の
終
了
（
十
一
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
江
戸
川

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

江
戸
川
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
籍
調
査
及
び
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

江
戸
川
区
東
篠
崎
一
丁
目
、
下
篠
崎
一
丁
目
、

下
篠
崎
二
丁
目
、
下
篠
崎
三
丁
目
及
び
南
篠
崎

五
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
江
戸
川

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

江
戸
川
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
及
び
基
準
点
測

量
）

三

測
量
の
区
域

江
戸
川
区
鹿
骨
一
丁
目
、
鹿
骨
二
丁
目
、
上
篠

崎
四
丁
目
、
新
堀
二
丁
目
、
谷
河
内
一
丁
目
、

瑞
江
一
丁
目
、
春
江
町
一
丁
目
、
春
江
町
二
丁

目
、
春
江
町
三
丁
目
、
西
瑞
江
三
丁
目
、
江
戸

川
一
丁
目
、
江
戸
川
二
丁
目
、
江
戸
川
三
丁
目
、

東
瑞
江
一
丁
目
及
び
東
瑞
江
二
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
梅
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

青
梅
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
生
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

福
生
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
村
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

羽
村
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
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十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
き
る

野
市
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

あ
き
る
野
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
の
出

町
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

日
の
出
町

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
瑞
穂
町

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

瑞
穂
町

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
図
編
集
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
、
福
生
市
、
羽
村
市
、
あ
き
る
野
市
、

瑞
穂
町
及
び
日
の
出
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
四
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲
城
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

稲
城
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）

三

測
量
の
区
域

稲
城
市
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
五
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
武
蔵
野

市
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

武
蔵
野
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
管
理
）

三

測
量
の
区
域

武
蔵
野
市
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十

八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
町
田
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

町
田
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

町
田
市
本
町
田
及
び
金
井
町
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

十
一
日
ま
で
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